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南あわじ市役所
総合窓口センター
　緑　庁舎☎44-3001
　西淡庁舎☎37-3011
　三原庁舎☎43-5021
　南淡庁舎☎50-3031

【中央庁舎】
議会事務局☎43-5005
市長公室☎43-5002
総務部
　総務課☎43-5001
　防災課☎43-5006
　情報課☎43-5003
　　さんさんネット☎43-2345
選挙管理委員会事務局☎43-5004

【緑庁舎】
健康福祉部
　福祉課☎44-3002
　長寿福祉課☎44-3005
　保険課☎44-3003
　健康課☎44-3004
　少子対策課☎44-3040

【西淡庁舎】
産業振興部
　商工観光課☎37-3012
　企業誘致課☎37-3046
　水産振興課☎37-3013
都市整備部
　管理課☎37-3014
　建設課☎37-3015
　都市計画課☎37-3016
教育委員会（教育部）
　教育総務課☎37-3017
　学校教育課☎37-3018
　人権教育課☎37-3019
　生涯学習文化振興課☎37-3020

【三原庁舎】
市民生活部
　市民課☎43-5023
　税務課☎43-5022
　収税課☎43-5034
　生活環境課☎43-5024
農業振興部
　農林振興課☎43-5025
　農地整備課☎43-5026
　地籍調査課☎43-5027
　農業共済課☎42-6210
農業委員会事務局☎43-5029

【南淡庁舎】
財務部
　財政課☎50-3033
　管財課☎50-3034
下水道部
　企業経営課☎50-3036
　下水道課☎50-3039
会計課☎50-3040
監査委員事務局☎50-3050

松井開発運輸株式会社
「安心・安全・信頼」の解体工事はお任せください！！

南あわじ市湊１３５４　ＴＥＬ 0799-36-5078

お気軽に
ご相談を…
※お見積もりは無料です

検 索

～　夢を創るお手伝い　～
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残りわずか !! 市営分譲宅地
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　来年度の消費税増税までに住宅の購入を検討される人の増加が
見込まれます。市営の分譲宅地においても順調に販売が進み、平
成25年度においても既に1区画が売却され、残りの販売区画数
がわずか４区画となっています！
　住宅の購入を検討している人は、まずは企業誘致課にお気軽に
お電話ください。　問企業誘致課☎３７-３０４６

66.24 坪、価格 8,639,000 円

46.16 坪、価格 4,981,000 円

69.09 坪、価格 6,498,000 円

67.38 坪、価格 6,337,000 円

『33号地』

『Ｈ号地』

『２号地』

『3号地』

洲本 ICまで車で約 5分

ショッピングセンターまで車で約５分

西淡三原 ICまで車で約５分

陸の港西淡まで車で約５分

ショッピングセンターまで車で約２分

　
税
を
考
え
る
週
間

　

国
税
庁
で
は
、
毎
年
11
月
11

日
か
ら
17
日
ま
で
を
「
税
を
考

え
る
週
間
」
と
し
て
市
民
の
皆

さ
ん
に
税
の
こ
と
を
身
近
に
感
じ

て
も
ら
う
た
め
の
広
報
活
動
や
、

皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
を
伺
う

広
聴
活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

期
間
中
は
、
パ
ル
テ
ィ
で
税

に
関
す
る
小
学
生
の
書
道
、
ポ

ス
タ
ー
と
中
・
高
校
生
の
作
文

の
入
賞
作
品
の
展
示
を
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
来
場
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
は
、「
税
の
役
割
と

税
務
署
の
仕
事
」
を
動
画
や
イ

ラ
ス
ト
な
ど
で
分
か
り
や
す
く

解
説
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ   

　

h
ttp

://w
w
w
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.jp

問
洲
本
税
務
署
☎
24
・
１
２
１
２

　
土
地
、家
屋
の
取
得
で 

不
動
産
取
得
税
が
、か
か
り
ま
す
！

　

売
買
・
贈
与
・
建
築
な
ど
に

よ
っ
て
不
動
産
（
土
地
・
家
屋
）

を
取
得
（
登
記
の
有
無
は
問
い

ま
せ
ん
）
さ
れ
る
と
、
不
動
産

取
得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
左
記
の
県
税
事
務
所

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
淡
路
県
民
局 

洲
本
県
税
事

務
所 

課
税
第
２
課

　

☎
26
・
２
０
２
８

　
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、所
得

税
及
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い

て
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
年
の
１
月
か
ら
12
月
末

ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料
が
対

象
で
す
。

　

こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
の
添
付
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
人
は
、
「
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」が
日
本
年
金
機
構

よ
り
11
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、年
末
調
整
や
確
定
申

告
に
は
、必
ず
こ
の
証
明
書（
ま

た
は
領
収
証
書
）を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、10
月
１
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
の
間
に
今
年
は
じ
め

て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し

た
人
は
、翌
年
の
２
月
上
旬
に

送
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
場
合
も
、本

人
の
社
会
保
険
料
に
加
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、家
族
あ
て

に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添

付
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
・
０
７
０
・
１
１
７

年
金
相
談

日
時 

12
月
６
日
（
金
）

　

午
前
11
時
～
午
後
３
時

場
所　

南
淡
公
民
館

※
要
予
約
・
先
着
36
人

問
市
民
課
☎
43
・
５
０
２
３

　
11
月
は
、 

労
働
保
険
適
用
促
進
強
化
期
間 

で
す

　

社
員
、
従
業
員
、
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
、
労
働
者
を
1
人
で
も

雇
い
入
れ
た
事
業
主
は
、
労
働

保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）

の
加
入
手
続
き
を
し
て
労
働
保

険
料
を
申
告
・
納
付
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

労
働
保
険
の
加
入
手
続
き
を

ま
だ
さ
れ
て
い
な
い
事
業
主
は

従
業
員
が
安
心
し
て
働
け
る
よ

う
、
今
す
ぐ
労
働
基
準
監
督
署

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
加
入
手
続
き
は
兵
庫
労
働
局

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
参
考
に
。

問
淡
路
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
22
・
２
５
９
１

問
洲
本
公
共
職
業
安
定
所

　

☎
22
・
０
６
２
０

『
雇
う
こ
と
は
、加
入
す
る
こ
と
』

　

納
期
限
は 

12
月
２
日（
月
）

個
人
事
業
税
２
期

問
淡
路
県
民
局 

洲
本
県
税
事
務
所 

課
税
第
１
課
☎
26
・
２
０
２
６


